
法人名

1　公正採用選考人権啓発推進員の選任状況

・

（ ） 年 月 日

（ ）

・ 令和元年度　法人内人権啓発研修実施計画及び法人内人権啓発研修実施の報告状況

（ ）

（注）　報告書等の提出先

・ ：

・ ： 大阪府商工労働部雇用推進室

○ 令和３年度　法人における人権に関する研修の実施計画

・

○ 令和元年度 法人における人権に関する研修の実施実績

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

主な職種 延人員

法人内外
の別

備　考開催日 研修時間

11 2 　２時間

福祉職員（新任１名）福祉職員（中堅３名）福祉職員（指導的２名）福祉職員（職場１名）

気づきの視点について 福祉職員 ４０人 外 　能勢町

研修テーマ
参　加　者

大阪府（虐待防止・権利擁護修了研修等、２名）

能勢町人権協議会研修（２名以上）

企業内人権啓発研修（外部１名）

企業内人権啓発研修（所内、人権腕試し、全職員）

管理者

常勤の法人及び施設等職員の 氏 名 中　幸男

6

報告の有無 無

平成 25

報告の有無 無

人数が25名以上 無 選任年月日

公正採用選考人権啓発推進員選任報告書 公 共 職 業 安 定 所

（公共職業安定所経由大阪府知事）

研修実施計画書（報告書）

研修内容

）

職 名

社会福祉法人の職員の採用状況　調査票
社会福祉法人　宝島福祉会

24

別添

有の場合・ 選任の有無 （ 有



※　法人外の場合は、実施団体名を備考欄に記入してください。



２　障がい者の雇用状況

（１）障がい者雇用率〔令和３年4月1日現在〕

法
人
名

合計

（ｱ）常用雇用労働者の数
（短時間労働者数を除く）

16

（ｲ）短時間労働者の数 4

（ｳ）常用雇用労働者の数
［（ｱ）＋（（ｲ）×0.5）］

10 0 0 0 0 0 0

（ｴ）法定雇用障害者数の算定の基
礎となる労働者の数

18 0 0 0 0 0 0

（ｵ）重度身体障害者の数 0

（ｶ）重度身体障害者以外の身体障害
者数

0

（ｷ）重度身体障害者である短時間労働
者の数

0

（ｸ）重度身体障害者以外の身体障害
者である短時間労働者の数

0

（ｹ）身体障害者の数
［（（ｵ）×2）＋（ｶ）＋（ｷ）＋（（ｸ）×0.5）］

0 0 0 0 0 0 0

（ｺ）重度知的障害者の数 0

（ｻ）重度知的障害者以外の知的障害
者の数

0

（ｼ）重度知的障害者である短時間労働
者の数

0

（ｽ）重度知的障害者以外の知的障害
者である短時間労働者の数

0

（ｾ）知的障害者の数
［（（ｺ）×2）＋（ｻ）＋（ｼ）＋（（ｽ）×0.5）］

0 0 0 0 0 0 0

（ｿ）精神障害者の数 0

（ﾀ）精神障害者である短時間労働者の
数

0

（ﾁ）（ﾀ）のうち、平成27年６月２日以降
に雇い入れられた者、または、平成27
年６月２日より前に雇い入れられた者
で、同日以後に精神障害者保健福祉手
帳を取得した者

0

（ﾂ）精神障害者の数
［（ｿ）＋(（（ﾀ）-(ﾁ)）×0.5)＋(ﾁ)］

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0.40

（注） 常用雇用労働者数　：　１年以上継続して雇用されるもの（パート職員等で労働時間が平均して週30時間以上、
　　　　　　　　　　　　　　　かつ１年以上勤務する雇用保険の一般被保険者を含む。）
短 時 間 労 働 者 　：　労働時間が平均して週２０時間以上３０時間未満
法　定　雇　用　率　 ：　２．２パーセント（平成３０年４月より変更されているので、留意すること。）
除　　　外　　　率　　 ：　児童福祉事業４０％　幼保連携型認定こども園　６０％

（２）障害者雇用状況報告の有無 （ ）

（注）法人全体の常用労働者が４５．５人以上の場合は、公共職業安定所への報告義務あり
（平成３０年４月より報告義務の範囲が変更されているので、留意すること。）

障がい者の雇用状況

社会福祉法人　宝島福祉会

雇
用
の
状
況

区分 事業者別の内訳

オ　常用雇用身体障害者数、知的障害者及び精神障害者の数（人）

ア　事業所の名称

イ　事業の内容

ウ　除外率（％）

エ　常用雇用労働者の数（人）

カ　計（人）　［オの（ｹ）＋オの（ｾ）＋オの
（ﾂ）］

キ　実雇用率［カ÷エの（ｴ）×100］　（％）

ク　身体障害者、知的障害者又は精神障害
者の不足数   （人）
［（エの（ｴ）×法定雇用率）－カ］


